
香川県ソーシャルワーカー協会会則 

                                          

第１章   総  則 

（名 称） 

第１条 本会は、香川県ソーシャルワーカー協会と称する。 
 
（事務所） 

第２条 本会の事務所は、高松市番町 1-10-35 香川県社会福祉協議会内に置く。 
 

（目 的） 
第３条 本会は、社会福祉における実践と研究の交流をとおして、倫理性を含むソーシャルワーカーとして

の資質の向上を図り、本県障がい者福祉、高齢者福祉、児童福祉、地域福祉等の社会福祉の増進に寄与す
ることを目的とする。 

 
（事 業） 

第４条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

１ 本県社会福祉の推進に必要な調査研究 

２ 会員の資質の向上を図るためのセミナー及び研修会の開催 

３ 県内外社会福祉関係団体との連携交流 

４ 日本ソーシャルワーカー協会との連絡・情報交換 

５ その他、本会の目的を達成するために必要と認められる事業 
 

第２章   会  員 
（会員の種別） 

第５条 本会の会員は、次の３種とする。 
 １ 個人会員 

本会の目的に賛同し、日本ソーシャルワーカー協会の倫理綱領を尊重する意思を有する個人 
２  団体会員 

本会の目的に賛同し、日本ソーシャルワーカー協会の倫理綱領を尊重する意思を有する個人を構成員
とする５名以上の団体(任意団体含む)で、規約等が整備されていることを条件とする。 

  ３ 賛助会員 

     (1)本会の趣旨に賛同し、事業に協力しようとする個人及び団体 

         (2)賛助会員は、役員になり、または、総会で議決に加わることはできない。 

 

(入 会) 

第６条  会員になろうとする者は入会申込書を添えて、会長に申し込むものとする。 
 
（退 会） 

第７条 退会しようとする者は、予め会長に届け出るものとする。 

２ 会費を３年以上未納の者は、退会したものとする。 

３ 退会後、再度入会は妨げない。 
 

（会 費） 
第８条 会員は、別に定める会費を納めるものとする。 

 

第３章   役  員 

（役 員）  
第９条 本会に次の役員を置く。 
１ 理事    １５名以内（うち会長１名・副会長２名）とする。 

２ 監事      ２名 

３ 顧問   若干名 

４ 相談役 若干名 
 
（役員等の選任） 
第 10 条  理事及び監事は、理事会において会員の中から選任し、総会で承認を得るものとする。 

２ 会長及び副会長は理事会において互選する。 
３ 顧問・相談役は、理事会の総意をもって推薦し、会長が委嘱する。 

 



（役員の任期） 
第 11 条 役員の任期は、２年とする。ただし再任を妨げない。 

２ 役員に欠員が生じたときは、理事会で選任し、直近開催時の総会で承認を得るものとする。 
３ 後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

 
（役員の任務) 
第 12 条 会長は、本会を代表する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 
３ 理事は、理事会を組織し会務を行う。 
４ 監事は、本会の会計と会務の執行を監査する。 
５ 顧問・相談役は、会務について会長の諮問に答える。 

 

第４章   会  議 

（理事会） 
第 13 条 理事会は、必要に応じ会長が招集し、その議長となる。 
２ 理事会の議決は、出席理事の過半数の同意をえなければならない。可否同数のときは、議長の決すると
ころによる。 

 
（総 会） 
第 14 条 通常総会は毎年１回会長が招集し、その議長となる。 

２ 会長が必要を認めるとき、又は会員の３分の２以上の請求があるときは、臨時総会を開くことができる。 
３  総会の議決は、出席会員の過半数の同意を得なければならない。可否同数のときは、議長の決するとこ
ろによる。 

 

第５章   委員会 

（委員会） 
第 15 条  本会は、第４条の事業を行うため総務委員会・研修委員会・広報委員会を置く。 

２ 委員会に関し、必要な事項は別に会長が定める。 

 

第６章   会  計 

（経 費） 
第 16 条  本会の経費は、会費、寄附金及びその他の収入をもって充てる。 

 
（予算及び決算） 
第 17 条 本会の予算は理事会の承認を経て、総会において決定する。 

２ 会長は、毎会計年度終了後決算報告書を作成し、監事の監査を受けて、通常総会に報告する。 
 
（会計年度） 
第 18 条  本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

 

第７章   会則の変更及び解散 

（会則の変更） 
第 19 条 会則を変更するときは、会員の３分の１以上又は理事の過半数の提案により、総会において出席会 
員の３分の２以上の同意を得なければならない。 

 
（解 散） 
第 20 条 本会を解散するときは会員の３分の１以上又は理事の過半数の提案により、総会において出席会員 
の３分の２以上の同意を得なければならない。 

 

第８章   事務局 

（事務局） 
第 21 条  本会に事務局を置く。 
２ 事務局に関し、必要な事項は別に会長が定める。 
３ 会長は、理事会の承認を得て、本会の事務・経理を適当な機関に委託して行わせることができる。 



 

附則   
この会則は昭和６３年２月 １日から施行する。 

この会則は平成  ７年９月３０日から施行する。 
この会則は平成２２年６月１９日から施行する。 
この会則は平成２５年６月１５日から施行する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

香川県ソーシャルワーカー協会会則内規 
 
 

１ 会費について 
  個人会員、団体会員及び賛助会員の会費(年額)は、次のとおりとする。 
（１）個人会員 ３，０００円 
（２）団体会員 ５名以上で入会するものとし、会費１名につき (３，０００円)１割引(３００円引)とする。 
（３）賛助会員  １口 ５，０００円(法人は２口以上) 

 

２ 会員の特典 

内 容 個人会員 団体会員 賛助会員 

会報の提供 １冊 団体に１冊 個人及び団体に1冊 

活動等の情報提供(ホームページ) 利用可 利用可 利用可 

研修会への参加 優先 個人会員優先 個人・団体会員優先 

勉強会への参加 優先 優先 ― 

国内視察研修等への参加 優先 個人会員優先 ― 

海外研修、その他すべての制度、企画 すべて 

申込可 

海外研修等 

一部申込不可 

― 

 
※ 団体会員への各種案内は、代表者のみに行う。 

 

 

 
附則   
この内規は平成２５年６月１５日から施行する。 

 

 

  


